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「自動車整備技能実習ガイドライン」改正 新旧対照表 

  公表 平成３０年８月３日 

改正 令和元年９月２７日 

新 旧 

はじめに （略） 

 

※（目次）の新旧は省略しております。 

 

（改訂履歴）   

平成３０年 ８月  新規作成・公表 

令和元年 ９月 以下、項目を改正 

●３．技能実習前の準備【監理団

体】《実習実施者》  

●４．実習実施者が技能実習に際

して、配慮すべき事項《実習実

施者》 

●５．技能実習生の保護に関する

事項【監理団体】《実習実施者》 

●７．技能実習評価試験【監理団

体】 

●（参考資料１）Ｑ＆Ａ集 

 

１．～２． （略） 

３．技能実習前の準備【監理団体】《実習実施者》  

はじめに （略） 

 

※（目次）の新旧は省略しております。 

 

（改訂履歴）   

平成３０年 ８月  新規作成・公表 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

１．～２． （略） 

３．技能実習前の準備【監理団体】《実習実施者》  
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（１） （略） 

（２）技能実習計画の作成【監理団体】《実習実施者》 

 ① （略） 

 ②国土交通大臣が告示で定める基準 

    自動車整備職種においては、国土交通大臣が定める告示にて、上

記①の要件とは別に、監理団体の業務の実施に関する基準として、

技能実習計画の作成の指導について定めています。参考資料２とし

て、「国土交通大臣が告示で定める基準」を掲載しておりますので、

参考としてください。 

 

［監理団体における技能実習計画作成指導員の要件］ 

・ 一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者 

・ 三級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作

業に関し３年以上の実務の経験を有する者 

・ 自動車検査員の要件を備える者 

・ 自動車整備士の養成施設において５年以上の指導に係る実務の

経験を有する者 

 

なお、技能実習の進捗管理を行う際は、上記の基準を理解した上で、

習得状況を踏まえて実習計画の実施状況を記録してください。 

 

［自動車整備職種における必須業務、関連業務、周辺業務一覧表］ 

（略） 

［第一号技能実習実施計画（モデル例）］ （略） 

（１） （略） 

（２）技能実習計画の作成【監理団体】《実習実施者》 

 ① （略） 

 ②国土交通大臣が告示で定める基準 

    自動車整備職種においては、国土交通大臣が定める告示にて、上

記①の要件とは別に、監理団体の業務の実施に関する基準として、

技能実習計画の作成の指導について定めています。参考資料２とし

て、「国土交通大臣が告示で定める基準」を掲載しておりますので、

参考としてください。 

 

［監理団体における技能実習計画作成指導員の要件］ 

・ 一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者 

・ 三級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作

業に関し３年以上の実務の経験を有する者 

・ 自動車検査員の要件を備える者 

・ 自動車整備士の養成施設において５年以上の指導に係る実務の

経験を有する者 

 

（新設） 

 

 

［自動車整備職種における必須業務、関連業務、周辺業務一覧表］ 

（略） 

［第一号技能実習実施計画（モデル例）］ （略） 
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［第一号技能実習実施計画（具体例）］ 

 

（出典：外国人技能実習制度自動車整備事業協議会 構成員より提供） 

（新設） 
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（出典：外国人技能実習制度自動車整備事業協議会 構成員より提供） 
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（３）～（６） （略） 

 

（７） 技能実習生を雇用するにあたっての事業主（実習実施者：自動車

整備工場）の責務《実習実施者》 

技能実習生に限らず外国人を雇用するにあたり、事業主（実習実施

者：自動車整備工場）はハローワークに届け出る必要があります。な

お、ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向けて、事業

主の方への助言や指導を行います。 

また、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に

対処するための指針」が、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」（昭和４１年法律第１

３２号）に基づき定められています。この指針に沿って、職場環境の改

善や再就職の支援に取り組んでください。 

 

参考：（厚生労働省）外国人雇用はルールを守って適正に 

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-

Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-

Gaikokujinkoyoutaisakuka/456.pdf 

 

（３）～（６） （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/456.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/456.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/456.pdf
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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（新設） 
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４．実習実施者が技能実習に際して、配慮すべき事項《実習実施者》 

（１）実務に関する配慮すべき事項 

①～⑤ （略） 

⑥指導を重ねても改善が見られない技能実習生への対応 

文化の理解やコミュニケーション不足等によるモチベーション低下が

技術の習得に影響を与える要因の１つと考えられます。このため、指導

を重ねても改善が見られない技能実習生がいる場合は、次項「（２）生

活等に関する配慮すべき事項」も参考に職場環境に問題がないかを確

認することも必要です。 

（２） （略） 

 

５．技能実習生の保護に関する事項【監理団体】《実習実施者》 

（１）～（３） （略） 

 

 

 

 

 

４．実習実施者が技能実習に際して、配慮すべき事項《実習実施者》 

（１）実務に関する配慮すべき事項 

①～⑤ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（２） （略） 

 

５．技能実習生に関する保護に関する事項【監理団体】《実習実施者》 

（１）～（３） （略） 
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（出典：外国人技能実習機構ＨＰ 「技能実習生向け相談業務の実施」） 

 

（出典：外国人技能実習機構ＨＰ 「技能実習生向け相談業務の実施」） 
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６． （略） 

 

７．技能実習評価試験【監理団体】 

（１）～（２） （略） 

（３）外国人自動車整備技能実習評価試験の流れ 

 ①受検手続支援サイトへの登録 

監理団体は、外国人技能実習機構の受検手続支援サイトに技能実

習生の受検情報の登録を行います。受験情報は、次の期限までに登

録する必要があります。 

 

［提出期限］ 

 第一号技能実習生については実習が終了する６ヶ月前まで 

 第二号技能実習生及び第三号技能実習生については実習が終了

する12ヶ月前まで 

 

②受験案内のお知らせ 

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会では、外国人技能実習

機構の受検手続支援サイトの登録済み受検情報を確認し、これを確

認した段階で技能実習評価試験を実施する各都道府県自動車整備振

興会から監理団体へ技能実習評価試験の受験の案内、振込通知書等

がメールにて通知されます。 

 

③～⑦ （略） 

 

６． （略） 

 

７．技能実習評価試験【監理団体】 

（１）～（２） （略） 

（３）外国人自動車整備技能実習評価試験の流れ 

 ①受験申請連絡票の提出 

監理団体は、受験申請連絡票を作成し、次の期限までに外国人技

能実習機構へ提出する必要があります。 

 

 

［提出期限］ 

 第一号技能実習生については実習が終了する６ヶ月前まで 

 第二号技能実習生及び第三号技能実習生については実習が終了

する12ヶ月前まで 

 

②受験案内のお知らせ 

外国人技能実習機構から外国人自動車整備技能実習評価試験機関

である一般社団法人日本自動車整備振興会連合会へ受験申請連絡票

の回付があり、これを受けた段階で技能実習評価試験を実施する各

都道府県自動車整備振興会から監理団体へ技能実習評価試験の受験

の案内、振込通知書等がメールにて通知されます。 

 

③～⑦ （略） 
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⑧不合格者の再試験 

学科試験、実技試験の一方または両方の不合格者は、希望をすれ

ば 1 回に限り再試験を受験することができます。再試験を希望する場

合には、監理団体は、再受験申請書を当初受験した試験会場の各都道

府県自動車整備振興会に郵送する必要があります。 

受験料の費用振込先銀行口座名については、外国人自動車整備技

能実習評価試験の受験の案内にて通知されます。 

なお、受験票は、試験会場である各都道府県自動車整備振興会にて

再試験当日まで保管されます。以降、③～⑥の流れになります。 

 

 
日整連では、外国人技能実習機構の受検手続支援サイトの登録済み受検

情報を確認し、当該情報を地方自動車整備振興会に回付、地方自動車整備振

興会から監理団体に「受験案内」と「振込通知書」をメールし、実技試験問題は

郵送します。（この段階で「試験実施日・試験実施場所」を決めます。） 

監理団体・実習実施者・技能実習生は「受験申請書」、「受験票」に所定の事

項を記入のうえ、必要書類を添えて、地方自動車整備振興会に受験申請をし

て、受験案内に記載されている日整連の口座に受験料を振り込むとともに「振

⑧不合格者の再試験 

学科試験、実技試験の一方または両方の不合格者は、希望をすれ

ば 1 回に限り再試験を受験することができます。再試験を希望する場

合には、監理団体は、再受験申請書を当初受験した試験会場の各都道

府県自動車整備振興会に郵送する必要があります。 

受験料の費用振込先銀行口座名については、外国人自動車整備技

能実習評価試験の受験の案内にて通知されます。 

なお、受験票は、試験会場である各都道府県自動車整備振興会にて

再試験当日まで保管されます。以降、③～⑥の流れになります。 

 

 
日整連では、外国人技能実習機構から受験申請情報を受けて、当該情報を

地方自動車整備振興会に回付、地方自動車整備振興会から監理団体に「受

験案内」と「振込通知書」をメールし、実技試験問題は郵送します。（この段階で

「試験実施日・試験実施場所」を決めます。） 

監理団体・実習実施者・技能実習生は「受験申請書」、「受験票」に所定の事

項を記入のうえ、必要書類を添えて、地方自動車整備振興会に受験申請をし

て、受験案内に記載されている日整連の口座に受験料を振り込むとともに「振
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込通知書」を日整連に FAX してください。 

 受験料の振込確認後に受験番号等を記入した「受験票」を返送します。 

試験後、試験結果の通知を行い、学科試験と実技試験の両方に合格した受

験者に対しては「合格証書」を交付します。 

（出典：一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会ＨＰ 「試験の流

れ」） 

 

⑨受験料 

受験料については、日本自動車整備振興会連合会のＨＰでご確認

ください。 

［参考：受験料（平成31年4月1日時点）］ 

区分 科目 
料金 

再試験も同額 

初級 

 

学科試験（必須試験） 19,000円 

実技試験（必須試験） 34,000円 

専門級 

 

学科試験（任意試験） 19,000円 

実技試験（必須試験） 34,000円 

上級 

 

学科試験（任意試験） 19,000円 

実技試験（必須試験） 34,000円 

 

 

 

 

 

込通知書」を日整連に FAX してください。 

受験料の振込確認後に受験番号等を記入した「受験票」を返送します。 

試験後、試験結果の通知を行い、学科試験と実技試験の両方に合格した受

験者に対しては「合格証書」を交付します。 

（出典：一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会ＨＰ 「試験の流

れ」） 

 

⑨受験料 

   自動車整備職種の技能実習評価試験の受験料は、次のとおりで

す。再試験の場合も同額となります。 

［受験料］ 

区分 科目 料金 

 

初級 

 

学科試験 34,000円 

実技試験 34,000円 

専門級 

 

学科試験 34,000円 

実技試験 34,000円 

上級 

 

学科試験 34,000円 

実技試験 34,000円 
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外国人技能実習機構は、技能実習生が技能検定又は技能実習評価試

験を受検する際の手続の支援を行います。 

 

受検手続支援については、原則として、 

  ① １号実習生（１年目） 実習が修了する６か月前まで 

  ② ２号実習生（２～３年目） 実習が修了する１２か月前まで 

  ③ ３号実習生（４～５年目） 実習が修了する１２か月前まで 

を対象として支援を実施します 

 

（出典：外国人技能実習機構ＨＰ 「受検手続支援」） 

 

（出典：外国人技能実習機構ＨＰ 「受検手続支援」） 



 30 / 34 

 

 

（出典：外国人技能実習機構ＨＰ 「受検手続支援」） 

（新設） 
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（出典：外国人技能実習機構ＨＰ 「受検手続支援」） 

 

（新設） 
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（参考資料１）Ｑ＆Ａ集 

Ｑ１：技能実習生から、高度な技術を要する点検整備や分解整備

を行いたいと要望があった場合、実施させてもよいか。 

Ａ１：技能実習計画審査基準には、必須業務、関連業務、周辺業務

が定められており、その範囲から逸脱しなければ実施しても構

いません。（２．（２）参照） 

    

      高度な技術を要する点検整備で技能実習と認められる例（技

能実習計画が認定されていることが前提です。） 

・第三号技能実習における、スキャンツールを使用した故障診

断作業 

 

   Ｑ２～Ｑ３ （略） 

 

Ｑ４：整理・整頓・清潔・清掃の観点から、技能実習生に草むしり、

トイレ掃除や駐車場の掃除をさせてもよいか。 

Ａ４：技能実習計画審査基準に定める周辺業務の構内清掃には該

当しないことから、実施させることはできません。 

    

   Ｑ５～Ｑ９ （略） 

 

Ｑ１０：技能実習生を雇用するにあたって、雇入れ・離職時にどの

ような届出が必要となるか。また、技能実習生を雇用するにあた

って、事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理はある

（参考資料１）Ｑ＆Ａ集 

Ｑ１：技能実習生から、高度な技術を要する点検整備や分解整備

を行いたいと要望があった場合、実施させてもよいか。 

Ａ１：技能実習計画審査基準には、必須業務、関連業務、周辺業務

が定められており、その範囲から逸脱しなければ実施しても構

いません。（２．（２）参照） 

    

      技能実習と認められる例（技能実習計画が認定されているこ

とが前提です。） 

・第三号技能実習における、スキャンツールを使用した故障診

断作業 

 

   Ｑ２～Ｑ３ （略） 

 

Ｑ４：整理・整頓・清潔・清掃の観点から、技能実習生に草むしり

やトイレ掃除の掃除をさせてもよいか。 

Ａ４：技能実習計画審査基準に定める周辺業務の構内清掃には該

当しないことから、実施させることはできません。 

    

   Ｑ５～Ｑ９ （略） 

 

（新設） 
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か。 

A１０：技能実習生に限らず、外国人の雇入れ及び離職の際には、

その氏名、在留資格などをハローワークに届け出てください。 

ハローワークでは、届出に基づき、雇用環境の改善に向け

て、事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職

支援を行います。 

届出に当たり、事業主が雇い入れる外国人の在留資格など

を確認する必要があるため、不法就労の防止につながりま

す。 

また、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が

適切に対処するための指針」が、「労働施策の総合的な推進

並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律」（昭和４１年法律第１３２号）に基づき定められています。

この指針に沿って、職場環境の改善や再就職の支援に取り組

んでください。 

 

参考：（厚生労働省）外国人雇用はルールを守って適正に 

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-

Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-

Gaikokujinkoyoutaisakuka/456.pdf 

 

Ｑ１１：有機溶剤を使用する際に「労働安全衛生法」（昭和 47 年法

律第 57 号）に基づく有機溶剤資格は必要か。 

A１１：有機溶剤作業主任者の指揮の下であれば作業が可能です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/456.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/456.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/456.pdf
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（参考資料２）～（参考資料４） （略） （参考資料２）～（参考資料４） （略） 

 

 


